
東京都情報公開条例（抜粋） 

 

新たな時代に向けて地方分権が進展する中で、公正で透明な都政の推進と都民による都

政への参加の促進により、開かれた都政を実現し、日本国憲法が保障する地方自治を確立

していくことが求められている。 

情報公開制度は、このような開かれた都政を推進していく上でなくてはならない仕組み

として発展してきたものである。東京都は、都民の「知る権利」が情報公開の制度化に大

きな役割を果たしてきたことを十分に認識し、都民がその知ろうとする東京都の保有する

情報を得られるよう、情報の公開を一層進めていかなければならない。 

このような考え方に立って、この条例を制定する。 

 

（目的） 

第一条 この条例は、日本国憲法の保障する地方自治の本旨に即し、公文書の開示を請求

する都民の権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を

定め、もって東京都(以下「都」という。)が都政に関し都民に説明する責務を全うするよ

うにし、都民の理解と批判の下に公正で透明な行政を推進し、都民による都政への参加

を進めるのに資することを目的とする。 

 

（開示決定等の期限） 

第十二条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から十四

日以内にしなければならない。ただし、第六条第二項の規定により補正を求めた場合に

あっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をするこ

とができないときは、開示請求があった日から六十日を限度としてその期間を延長する

ことができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の

期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 

３ 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内

にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずる

おそれがある場合には、前二項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文

書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相

当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第一項に規

定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなら

ない。 

一 本項を適用する旨及びその理由 

二 残りの公文書について開示決定等をする期限 

 

資料１ 


